




  

用-1 

用  語  例 

この計画で使用する防災関係機関の標記は、次による。 
 標  記 機 関 名 
1 区 墨田区 
2 都 東京都 
3 都建設局第五建設事務所 東京都建設局第五建設事務所 
4 都建設局江東治水事務所 東京都建設局江東治水事務所 
5 都水道局墨田営業所 東京都水道局墨田営業所 
6 都下水道局東部第一下水道事務所 東京都下水道局東部第一下水道事務所 

7 
都交通局（門前仲町駅務管区、馬喰駅
務管区） 

東京都交通局門前仲町駅務管区 
東京都交通局馬喰駅務管区 

8 
警視庁第七方面本部 
本所・向島警察署 

警視庁第七方面本部 
警視庁本所警察署 
警視庁向島警察署 

9 
東京消防庁第七消防方面本部 
本所・向島消防署 

東京消防庁第七消防方面本部 
東京消防庁本所消防署 
東京消防庁向島消防署 

10 陸上自衛隊 陸上自衛隊第１師団第１普通科連隊 

11 日本郵便本所・向島郵便局 日本郵便株式会社本所郵便局 
日本郵便株式会社向島郵便局 

12 NTT東日本 ＮＴＴ東日本株式会社東京東支店 
13 首都高速道路東京東局 首都高速道路株式会社東京東局 
14 ＪＲ両国駅 東日本旅客鉄道株式会社両国駅 
15 ＪＲ錦糸町駅 東日本旅客鉄道株式会社錦糸町駅 

16 東京ガスグループ 東京ガス株式会社 
東京ガスネットワーク株式会社 

17 東京電力パワーグリッド江東支社 東京電力パワーグリッド株式会社江東支社 
18 東武鉄道 東武鉄道株式会社 
19 京成電鉄 京成電鉄株式会社 
20 東京地下鉄日本橋駅務管区住吉地域 東京地下鉄株式会社日本橋駅務管区住吉地域 
21 東京都トラック協会墨田支部 一般社団法人東京都トラック協会墨田支部 
22 医師会 公益社団法人墨田区医師会 

23 歯科医師会 一般社団法人東京都本所歯科医師会 
公益社団法人東京都向島歯科医師会 

24 薬剤師会 一般社団法人墨田区薬剤師会 
25 柔道整復師会 公益社団法人東京都柔道整復師会墨田支部 

26 訪問看護協会 公益社団法人東京都訪問看護ステーション協会

墨田支部 
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